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｛ 特集●企業税制改革「一一
　　　　　　責任と信頼の企業税制改革

　　　　　　　　　　　　　跡田直澄

政府の真の役割は景気安定化と経済のサステイナビリティ保持にある

　　　いまこそ中・長期的な税・財政・社会保障制度改革を

　　　　　　　立案・実施していかなければならない

　　　国際化と所得税減税

　　　　　　　福重元嗣
企業税制に関連したもっとも必要な改革は

　　　所得税を法人税なみに低くする

税の累進度を緩和するかたちでの減税である

　　　　　　レーガン税制の評価

　　　　　　　　　　彦谷貴子

　　レーガンの2つの税制改革から学ぶべき教訓は

　　　財政赤字削減へ向けた確固たる取り組みと

経済活動に中立的で市場指向型の税制改革の必要性である

『1ηfθ〃θCτtノ∂／C∂b1ηθf』と1ま

『’ηrθ〃ec如a∫Cabmθf』は政策問題を議論するニュー

ズレターです。ハイレベルの政策研究者が客観的な立

場で政策イシューを斬り、建設的で知的水準の高い議

論を提供することを目的としています。また、健全で

建設的な政策論争を喚起するとともに、斬新な切り口

で新しい政策提言を行なうことにより、日本の多元的

な政策プロセスづくりに貢献することをめざしています。

　　　　　　　　　　（毎月1日・15日発行）
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真の構造改吊：を

　バブルの生成から崩壊、そして現在までの長期の不況。

これらはいずれも政府の経済政策の失敗によりもたらさ

れたものである。1985年のプラザ合意に始まる低金利政

策下での地価上昇に対する無策、その後の地価抑制のた

めの強引な士地担保融資総量規制、さらには景気後退の

実態把握・認知の遅れによる不況の長期化・深刻化。これ

だけの失敗を続けてしまえば、いかに従順な国民でも、政

府への不信感を募らせるのは当然であろう。

　デフレスパイラルに陥る寸前の状況まできて、今度は

なりふりかまわぬ政策のオンパレードが始まった。財政

状況を考えず、大規模補正を繰り返し、果てはやみくも

な法人税や個人所得税の減税から地域振興券の発行まで

実施している。確かに、景気対策は政府の役割といえよ

うが、真の役割は景気の安定化、さらには日本経済のサ

ステイナビリティ（継続的安定性）を保持することにあ

るはずだ。

　財政赤字による一時的な景気のF支えは、本格的な経

済の活性化につながるどころか、逆に、財政危機の到来

により財政出動が制約されたならば、いっそう深刻な経

済停滞を招くことになろう。21世紀を真近に控えたいま

こそ、中・長期的な視野に立って、日本経済の真の構造改

革に寄与する税・財政・社会保障制度改革を立案し、実施

していかなければならない。

　このような問題意識をもって、国際研究奨学財団の研

究プロジェクトチームでは昨年度、「税制と企業行動」に

関する研究プロジェクトを実施し、その研究成果にもと

ついて「責任と信頼の企業税制改革」と題した提言をと

りまとめた。以下ではその内容を簡単に紹介する。

提言のll的

　人口の高齢化が急速に進むなかで、現行の税・年金制

度が継続されると、日本企業の活力が大きく衰退する恐

れがある。したがって、それを回避し、21世紀において

も国際競争力を持ち、経済活力を維持するとともに、現

下の景気を回復軌道に乗せ、経済を活性化させ、その結
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果として日本経済と財政のサステイナビリティを確立す

ることが、この提言の基本的な目的である。これらの目

的を達成するためには、税・年金保険料という企業の公

的負担の抑制、非効率な納税制度により生じているコス

トの削減、さらに法人税制と個人所得税制との整合性を

考慮することが不可欠である。

5つの提言

　　　1　地方税の法人事業税負担の半減。住民税法

　　　　　人税割の廃止。国税の法人税率の現状維持。

　　　　　地方の財源不足分は地方消費税で賄う。

　日本の国税の法人税負担は、国際比較の結果から明ら

かなように、すでに国際水準と変わりはない。むしろ、地

方法人事業税と他国にない地方住民税法人税割がこれに

加わるため、企業の税負担が重くなっている。それゆえ、

改革により軽減すべきは地方における法人所得に対する

税負担部分である。このような企業の税負担の軽減は脱

税や租税回避のインセンティヴを低下させる。また、地

方消費税への振り替えは企業の納税コストや行政の徴税

コストの削減にもつながる。

　提言2　年金負担抑制のため、厚生年金・基礎年金

　　　　　給付水準を10％削減し、国庫負担を1／2に

　　　　　引き上げる。必要財源は消費税で賄う。

　企業の税負担を軽減しても、人口の高齢化による年金

負担増を抑制しなければ、企業の活力は著しく減退して

しまう。基本的には、保険料を年収ベースの20％レベル

に抑制しても財政的に制度が維持可能な範囲に給付水準

を引き下げる必要がある。これだけ抑制しても、企業の

公的負担は現行の63％からみれば、2025年ではなお66％

程度まで上昇するので、いっそうの企業負担抑制手法と

して、消費税による国庫負担の引き上げも検討すべきで

ある。

　提言3　企業の連結決算ベースによる連結納税制度

　　　　　の導入。

　経済のグローバル化が進展するなかでは、企業はさま

ざまな経営情報について自ら適正に開示していかざるを

えなくなる。その一つが2000年度から実施されるグルー

プ企業単位で決算書を作成する連結決算制度である。企

業が株価や資金調達の側面を考慮するならば、連結によ

り財務内容を悪化させるわけにはいかないはずである。

企業の真の情報が開示されるのであるから、課税面にお

いても、わざわざ簡易型の損益振替方式などを導入する

のではなく、本格的な連結納税方式を当初から導入すべ

きである。上場企業を想定するならば、連結納税制度の

もとでも法人税収はそれほど減少しない。

　提言4　中小企業活性化のために、軽減税率を15％

　　　　　と25％の2段階とし、それぞれの適用所得

　　　　　範囲を600万円と1500万円に設定する。　：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一■

　中小企業の税負担を日米で比較すると、日本の軽減税

率は効果をほとんど発揮していない。これが日本の中小

企業の規模拡大に対するインセンティブを削いでいる可

能性がある。中小企業の活性化のためには、個人所得税

制と整合性を考慮して、累進的な軽減税制を設ける必要

がある。
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　提言5　国内、国外を問わず、新規参入企業に対し

　　　　　ては、創業当初7年間、国税と地方税を合

　　　　　わせた特別軽減税率10％を適用する。

　日本の開業率はアメリカに比べて極端に低い。起業・

創業およびM＆Aを促進するためには、税制面において

大胆な優遇措置を講じることが必要である。また、対日

直接投資は日本の法人税負担に弾力的に反応しているか

ら、内外の資本を区別しないためには、外資系の起業に

対しても、同様な措置を適用すべきである。

　本格的な制度改革は無責任にも先延ばしされ続けてき

たが、もはや小手先の改革では立ち行かないところまで

日本経済は落ち込んでいる。ここに提言した「責任と信

頼の企業税制改革」こそが日本再生の第一歩となる。
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〔一般均衡理論］

全経済状況を相互依存の連立体系

と認識し、個別経済単位の主体的

均衡の社会的整合の可能性を問題

とする理論的方法（『経済辞典』有

斐閣）

［2つの方法］

①法人税を所得税なみに高くする

②所得税を法人税なみに低くする

4

福重元嗣神戸大学経済学部助教授

ふくしげ・もとつぐ

　企業税制改革についての筆者の考えは、「企業税制に関連したもっとも必要な改革は所

得税減税、それも税の累進度を緩和するかたちでの減税だ」というものである。この結

論の根底にあるのは、企業が誰のものかという伝統的な議論と、グローバル・スタンダー

ドと日本経済の国際化という新しい問題である。

個人と法人が同じ税負担になるように

所得税を法人税なみに低くする必要がある

　経済学の初歩的な教科書には、家計と企業という2つの経済主体が存在しており、家

計は効用を最大化し、企業は利潤を最大化すると書かれている。しかし、もう少し経済

学を勉強すれば、企業も株式を通じて株主に所有されているという一般均衡理論の話に

なってくる。さらに現実を見れば、企業なのか家計なのか、はっきりとは分けられない

経済主体がたくさんあることがわかる。

　さて、この経済主体はいったい、所得税を払っているのだろうか、それとも法人税を

払っているのだろうか。法人税率と所得税率が異なるのであれば、もっとも賢い方法は、

法人税と所得税を比べて安いほうの税金を払うという選択である。つまり、税率にあわ

せ：蕊二㌶㌶；㌶㌶：蕊、政己は商法を改正して、法人税

を払うような身分になりにくいようにするという政策をとったことがある。零細中小企

業は廃業して個人の事業収入で所得税を払うようにせよという政策である。しかし、こ

の政策では、数年間で数千倍の規模に拡大するようなベンチャー企業は育たないし、優

秀な中小企業を廃業に追い込むことになるだけである。

　ではどうしたらよいのか。問題は、同じ事業をして同じ利益をあげているのに所得税

と法人税で税の負担が違うという事実である。したがって、話は簡単である。個人でも

法人でも同じ税負担になるような制度に変えるしかないのである。その方法としては、

法人税を所得税なみに高くする方法と、所得税を法人税なみに低くする方法の2つがあ

り、筆者は後者の選択のみが可能だと判断せざるをえないのである。

空洞化をさけるためにも

グローバル・スタンダードな法人税率にせざるをえない

　所得税を法人税なみに低くするという選択は、日本経済の国際化と密接な関係がある。

1980年代中頃の為替管理の自由化といった歴史を振り返らなくとも、多くの日本企業が

海外に進出し、多くの外国企業が日本に進出している現状を見れば、ヒト・モノ・カネ

の国際的な移動が着実に進展していることは否定できない。このような状況においては、

多くの海外事業を展開している大企業だけでなく、中小企業も国際的な競争にさらされ、

コスト削減の競争を強いられることになる。

　このように国際化してしまった経済において、企業の税負担を増加させればどうなる

か。極端に言えば、外国に逃げることができるようなフットワークの軽い企業は外国に



　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　企業税制に関連したもっとも必要な改革は

所得税減税、それも税の累進度を緩和するかたちでの減税である

　グローバル・スタンダードと日本経済の国際化を前にして

　法人税を所得税なみに高くすることができないからである

●

逃げていき、そうでない企業はコスト削減競争に敗れて廃業し、その企業が作っていた

ものは輸入品に代替されることになる。いわゆる生産力の空洞化が起こるのである。そ

こまでいかなくとも、企業の税負担の増加は、企業の国内での投資意欲を削ぎ、海外へ

の直接投資を増加させる効果を持っていると同時に、外国企業にとっても、わが国への

直接投資に対する意欲を低下させる効果を持っている。特に後者は、海外からの直接投

資が、国の経済規模に比して少ないわが国にとっては、深刻な問題となる。

　もちろん法人税を上げると同時に輸入品に関税を課して国内産業を守ることは理論的に

は可能だが、貿易の自由化とは逆行することになるので、現実には不可能な政策である。

　歴史的に見れば、少なくとも戦後においては、日本の所得税は、所得の不平等を拡大

しないように累進的な負担構造をとってきた。また、時代とともに少しずつ変化はして

きたが、その所得再分配機能を大きく低下させるような意見が支持されたこともなかっ

た。しかし、グローバル・スタンダードを前に、日本の所得税が持っている所得再分配

機能は弱められざるをえなくなったのである。

　近年の所得の不平等化についての指摘も考えれば、社会全体での所得再分配機能の低

下は避けるべきであろう。そして、所得税が所得再分配の道具として有効な手段でなく

なるのであれば、社会保障等の給付による最低生活水準の向上というかたちでこれから

の所得再分配政策を考えていかざるをえないだろう（ちなみに、そのさいの財源は消費

税か固定資産税のようなものとなる）。

［WTO（世界貿易機関）］

世界の貿易を自由化させるための

枠組み構築をすすめる機関

［所得再分配機能］

高額所得者と低額所得者の間で所

得を平準化する効果を持つ機能。

財政の基本的役割の一つで、歳入

面では社会保障支出、歳入面では

所得税が大きな所得再分配機能を

持っている（『経済辞典』有斐閣）

企業課税への国際的な税競争は

途ヒ国にとっての深刻な問題になっている

　可能性は非常に低いが、企業の税負担率のグローバル・スタンダードを上昇させると

いう方法がある。少なくともOECDを構城している国々が協調して税率を引き上げれ

ば、日本の所得税減税の必要性は薄れる。しかしながら現状では、世界中の国々が企業

誘致のために、税負担率の引き下げ競争をしている。経済理論から見れば、このような

国際的な税（財政）競争は、社会保障や社会資本の供給を過小とする可能性が高い。し

たがって、利潤を求めて国際間を自由に移動していくカネ（企業）への課税で税（財政）

競争を行なうことは得策とはいえないが、現状ではこれを調整することは難しい。

実は、・の問題が深刻なのほ、短期間の蝶への税の減免措置を導入して鎌を一］

誘致している途上国においてである。減免期間は、インフラは整備しなければなら　1

ないが、企業からの税収が上がらず、減免措置が切れるころには資本が引き揚げら

れてしまうことが多いからである。もっとも、先進国は、途上国のインフラを援助

で作って、その収益を税の減免というかたちで回収しているとみることもできる。「

［OECD（経済協力開発機構）］

1961年9月30日発足。現加盟29

力国
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ひごたに・たかこ

　日本経済の停滞を打破するために、公共投資を中心とした大規模な経済対策が行なわ

れると同時に、新たな政策手段が模索されている。そのなかで、アメリカ経済の好調ぶ

りを背景に、レーガンの経済政策（レーガノミクス）を再評価する声が高まっている。日

本企業の競争力回復を目指した産業競争力会議においても、サプライサイド改革の必要

性が強調されている。

　レーガノミクスの柱であった税制改革は、1981年改革と1986年改革とに大別できる

が、以下ではこの2つの税制改革に焦点を当てて、日本経済が何を学ぶことができるか

をみることにしたい。

1981年改革：景気はIIII復したものの

企業サイドの強化という効果は限定的だった
諭1981年改革（経済再建租税法）

［目標］経済再建一貯蓄投資の促進

［税収］実質減税

［経済成長促進手段］各種特別措置

　による投資刺激

［租税特別措置］ACRS、　ITC

［恩恵］資本集約的産業

［政治プロセス］利益誘導型

［中長期的影響］財政赤字拡大、競

　争力低下

［構造転換］阻害

［ラッファー・カーブ］

税収を最大とする税率が存在し、

それより高い税率の設定は税収を

減少させるという仮説（『経済辞

典』有斐閣）

　1980年代初頭のアメリカ経済は、インフレ、失業、生産性の低下等の問題を抱えてい

た。1981年に政権についたレーガンは、①減税や規制緩和を通じて、貯蓄、投資に対す

るインセンティブ（誘因）を高め、供給を増加させるとともに歳出を削減する、②金融

政策を引き締めることによってインフレを抑制する、③減税による経済成長と歳出削減

によって財政赤字を将来的に減少するという考え方（いわゆる「レーガノミクス」）に基

づいて経済再建を試みた。

　この1981年改革（経済再建租税法）では、所得税減税が行なわれる一方で、企業に対

しては①ACRS（加速償却制度）の導入、②投資税額控除の拡大（設備投資額の10％）

等の課税ベース縮小による法人税減税が行なわれた。税制改革の決定に至るプロセスは、

古典的なポークバレル（利益誘導）であった。その結果、政治力の強い従来型産業（製

造業、石油等の資本集約的産業）が、多くの税制優遇措置の恩恵を受けた。一方で、サー

ビス業やハイテク等の労働集約的産業の負担は相対的に高くなった。また、ラッファー・

カーブで知られる減税によって税収増を図るという考え方が誤りであったことはすぐに

明らかになり、大規模な財政赤字は大きな問題となった。

　このように1981年改革は、短期的には経済を刺激したが、財政赤字を増大させたのみ

ならず、産業間、企業間の資源配分の歪みが拡大し、産業構造の変化を阻害した。なお、

1981年改革の効果については、税制改革の恩恵を受けた資本集約的産業の成長は、その

恩典を受けなかった労働集約的産業と比較して小さかったという評価がある。景気は回

復したものの、企業サイドの強化というサプライサイド理論の所期の効果は限定的で

あったといえる。

1986年改革：ハイテク産業・サービス産業の成長を後押しし

アメリカ経済の構造転換を促すこととなった

　1981年改革の直後から、財政赤字の急激な増加により、82年の租税公平財政責任法を

はじめとした増税が行なわれた。1986年改革は、81年改革への反省をもとにした抜本的

改革であった。
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80年代にレーガン大統領が行なった2つの税制改革から

　　　　　　　日本経済が学ぶべき教訓は

　　　　財政赤字削減へ向けた確固たる取り組みと

経済活動に中立的で市場指向型の税制改革の必要性である

紗1986年改革（租税改革法）

［目標］公平、簡素、成長：経済活

　動に中立的な税制

［税収］歳入中立（法人税は増税）

［経済成長促進手段］税率引き下げ

［租税特別措置］縮小、廃止

［恩恵］八イテク、サービス業

［政治プロセス］トップダウン型

　（理念型）

［中長期的影響］財政の健全化、競

　争力回復

［構造転換］促進

［日本への教訓］

①赤字財政への確固たる取り組

み：ザステイナビリティの重要性

②経済活動に中立的な税制：市場

指向型の税制改革

　1986年改革（租税改革法）では、所得税・法人税ともに税制優遇措置を廃止・縮減す

る一方で税率引き下げを行なった。法人税については、加速償却制度の縮減、投資税額

控除の廃止等により課税ベースを拡大するとともに、税率引き下げ（15～46％→15、25、

34％）を行なった。この改革は、「簡素、中立、公平」を目的とし、所得税減税、法人税

増税の全体として歳入中立的な改革であった。

　多くの税制優遇措置が廃止されるなどの内容を含む1986年改革は、有力な業界団体の

反対を受けるなど、政治的には困難であると予想された。しかし、1981年改革の反省か

らトップダウン型の政策決定が行なわれたことに加え、税制優遇措置よりも税率引き下

げの恩恵を受ける労働集約的企業および多国籍企業が、改革実現に向けて有力な連携関

係を結んだことが改革を実現する上で重要であった。

　1986年改革の結果、資本集約的産業は増税（税率引き下げ効果が税制優遇措置撤廃で

帳消し）、労働集約的産業（ハイテクなど）は減税となり、税負担がシフトした。このこ

とは、従来型の産業保護から脱却し、市場によって選別されたハイテク産業・サービス

産業の成長を後押しし、アメリカ経済の構造転換を促すこととなった。

財政赤字削減への確固たる取り組みと

市場指向型の税制改革が必要である

　レーガンが行なった2つの税制改革は、財政赤字の問題のみが強調されがちであるが、

経済成長を目指しつつ財政赤字の削減と構造転換をどのように両立させていくのかとい

う点について、示唆に富んでいる。

　まず第1は、サステイナビリティの重要性を認識した財政赤字削減への確固たる取り

組みの必要性である。1981年改革は、大幅な減税による景気刺激という点で画期的な内

容ではあったが、それは、歳入確保という観点からはサステイナブルなものではなく、

その後、増税が繰り返されることになった。日本の予算・税制が現在サステイナブルな

ものでないことは明らかであり、1981年改革のように実質減税となるような改革は続け

るべきではない。今後、早急に歳出の削減と増税を議論することが必要である。

　第2は、経済活動に中立的な税制が必要だということである。1986年改革の目指

した経済中立的な税制は、ハイテク産業、サービス産業の成長に寄与し、アメリカ

産業の構造転換を促進した。

　そのような観点からみれば、昨年、日本で法人税率引き下げとともに行なわれた

課税ベースの拡大は、歳入の面からだけでなく経済中立的な税制を目指すという点

からも重要な意義を持つものであった。政府主導による分配型の税制ではなく、市

場指向型の税制を導入することが、日本の産業構造の転換のために必要であり、さ

らなる課税ベースの拡大が求められる。

7



　　　　政策論争レヴュー

成長論のミステリー

　英誌『エコノミスト』（1999年3月6日／12日号）は、何年

にもわたって経済成長論の研究が行なわれてきたが、経済成長

は依然としてミステリーの世界にあり、研究すればするほどよ

くわからなくなるという興味深い論評を載せている。

　長期の成長戦略を議論する資格があるかどうかをテストす

るには、次の問題に答えてみればよい。（1）世界の所得分配はど

うなっているか。（2）各国は経済学者がいう「定常状態」に収敏

しているかどうか、もしそうであればその速度はどの程度か。

（3）物理的な資本などに対する収益が低下する速度はどの程度

か。（4）貧困国が貧しいのは、これらの国が投入財を欠いている

からなのか、あるいは技術格差によるものなのか。（5）なぜ長期

にわたって各国の成長率が違うのか。（6）長期的には何が起きる

か予測できるか。

　この問題は、オックスフォード大学のジョナサン・テンプル

が最近の論文「経済成長に関する新しい証明」（『ジャーナル・

オブ・エコノミック・リタラチャー』1999年3月号）で提起

しているものである。テンプルは、各種の経済成長理論・実証

分析を検討しながら、（1）収敏と技術の関係、（2）収敏の速度、（3）

技術と成長率の国際的な格差、（4）長期の技術革新、（5）収敏を生

じさせる要因、（6）物理的資本への投資、人的資本、研究開発投

資という成長要因の評価と影響、（7）成長へ影響を与える他の要

因ともいえる人口の成長、貿易、金融、短期的マクロ経済要因、

政府の規模、インフラストラクチャーに対する政府支出、不平

等、社会的および政治的要因について、非常に精緻な議論を展

開している。

　ここでは日本に関係がありテンプルがある程度の自身を

もってくだしている次のような結論を紹介しておきたい。（1）成

長率の差はマクロ経済の安定性から生じる。②異論はあるが、

この効果は一部、資本投資および設備投資を通して発生する。

（3）長期の成長は研究開発投資の影響をうけないかもしれない

がその社会的な利益は大きい。（4）全要素生産性（TFP）と成長

の関係はいまだにはっきりしていないがこれまでの研究が考え

ている以上の影響を成長に対して与えるかもしれない。（5）不平

等の上昇は社会的・政治的不安定さをまして、成長を阻害す

る。（6）明確にはいえないが、大きな政府と高率課税は成長を阻

害すると一般的にいえる。

　長期成長論・実証分析に関しては日本の経済学者のプレゼ

ンスは極めて低い。政府の適切な政策立案のためにもいっそう

の研究が望まれる。

　　　　　　　　　　　　（服部彰／福岡大学商学部教授）
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研究事業部から

　新年度がスタートして、はやひと月半

が経過しました。

　今年度の研究事業部は昨年度から引き

続き、政策研究、研究交流、およびセミ

ナーやシンポジウム開催等のディセミ

ネーション活動を柱として研究事業を実

施していくほか、研究成果にもとつく政

策提言活動の充実や、国際共同研究の実

施による海外とのネットワークの拡充

等、より多面的に活動を展開していく

予定です。

　政策研究では、金融システム改革、

財政改革、司法改革、安全保障といっ

た現下の重要政策課題に取り組みま

す。また研究交流では、新たにロシア、

フランス、トルコ等の国々からの研究

者の招聴の可能性を探っているところ

です。

　本財団は、こうした活動を通じて日

本の政策形成過程の多元化および国際

社会に向けての知的貢献に寄与してい

きたいと考えています。皆様からの忌

揮なきご意見やアドバイスをお寄せい

ただければ幸いです。　　　　　（T）
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